
江府町告示第31号

平成25年５月27日

江府町長 竹 内 敏 朗

第３回江府町議会定例会を下記のとおり招集する。

記

１、期 日 平成25年６月４日

２、場 所 江府町役場議場

○開会日に応招した議員

三 輪 英 男 宇田川 潔 川 上 富 夫

日野尾 優 上 原 二 郎 越 峠 惠美子

長 岡 邦 一 田 中 幹 啓 川 端 雄 勇

森 田 智

○応招しなかった議員

な し
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第３回 江 府 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日）

平成25年６月４日（火曜日）

議事日程

平成25年６月４日 午前10時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸般の報告

日程第４ 報告第１号 平成24度鳥取県日野郡江府町一般会計繰越明許費繰越計算書について

日程第５ 報告第２号 平成24年度鳥取県日野郡江府町簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計

算書について

日程第６ 報告第３号 平成24年度鳥取県日野郡江府町農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰

越計算書について

日程第７ 議案第48号 専決処分した事項の承認について

（平成24年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第７号））

日程第８ 議案第49号 専決処分した事項の承認について（江府町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例）

日程第９ 議案第50号 専決処分した事項の承認について（江府町税条例の一部を改正する

条例）

日程第10 議案第51号 専決処分した事項の承認について（江府町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例）

日程第11 議案第52号 江府町税条例の一部改正について

日程第12 議案第53号 江府町職員の給与の特例に関する条例の一部改正について

日程第13 議案第54号 江府町地下水採取に関する条例の一部改正について

日程第14 議案第55号 江府町簡易水道遠隔監視装置設置工事請負契約の締結について

日程第15 議案第56号 江府中学校新築工事請負契約の締結について

日程第16 議案第57号 平成25年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第２号）

日程第17 議案第58号 江府町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正について
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日程第18 議案第59号 平成25年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（事業勘定）補正

予算（第１号）

日程第19 議案第60号 平成25年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（施設勘定）補正

予算（第１号）

日程第20 議案第61号 平成25年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

補正予算（第１号）

日程第21 議案第62号 平成25年度鳥取県日野郡江府町簡易水道事業特別会計補正予算（第

１号）

日程第22 議案第63号 平成25年度鳥取県日野郡江府町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

１号）

日程第23 陳情書の処理について

出席議員（10名）

１番 三 輪 英 男 ２番 宇田川 潔 ３番 川 上 富 夫

４番 日野尾 優 ５番 上 原 二 郎 ６番 越 峠 惠美子

７番 長 岡 邦 一 ８番 田 中 幹 啓 ９番 川 端 雄 勇

10番 森 田 智

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

事務局長 梅 林 茂 樹

説明のため出席した者の職氏名

町長 竹 内 敏 朗 副町長 白 石 祐 治

教育長 加 藤 泰 巨 総務課長 影 山 久 志

企画財政課長 川 上 良 文 住民課長 森 田 哲 也

福祉保健課長 瀬 島 明 正 奥大山まちづくり推進課長 矢 下 慎 二

－３－



奥大山スキー場管理課長 岡 田 雄 成 建設課長 下 垣 吉 正

会計管理者 中 川 久美子 教育次長 山 川 浩 市

社会教育課長 川 上 豊

午前１０時２０分開会

○議長（日野尾 優君） おはようございます。本日の欠席通告はございません。全員出席であり

ます。

これより、平成２５年第３回江府町議会定例会を開会いたします。

本日の議事日程は、配布のとおりであります。

地方自治法第１２１条第１項の規定により、今期定例会に出席を求めた者は、お手元に配布し

た報告書のとおりであります。

直ちに議事に入ります。

⋞ ⋞

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（日野尾 優君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議

規則第１１８条の規定により、議長において、１番、三輪英男議員、２番、宇田川潔議員の両名

を指名いたします。

⋞ ⋞

日程第２ 会期の決定

○議長（日野尾 優君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

過般、議会運営委員会が開かれ審議された結果、議会運営委員長からお手元に配布のとおり答

申を受けたので、お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日より６月６日までの３日間とい

たしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（日野尾 優君） ご異議なしと認めます。よって、会期は３日間と決定いたしました。

⋞ ⋞

日程第３ 諸般の報告

○議長（日野尾 優君） 日程第３、諸般の報告を行います。初めに、議長報告を行います。３月

議会以降の議会活動並びに会議規則第１２０条ただし書の規定による議員の派遣については、お

手元に配布しました議会活動報告及び議員派遣の報告のとおりであり、説明を省略しご覧いただ

－４－



くことでご了承願います。

また、監査委員から各月の例月出納検査の結果報告書が、議長の手元に提出されております。

詳細については、事務局の方でご覧願います。

続いて、町長報告を行います。町長からの報告事項がありましたら、この際報告をしていただ

きます。

○町長（竹内 敏朗君） 議長。

○議長（日野尾 優君） 竹内町長。

○町長（竹内 敏朗君） ３月定例議会以降の行政報告につきましては、お手元に各課別行政報告

をお配りいたしておりますので、後刻ご覧いただければと思います。これで、報告に代えさせて

頂きたいと思います。どうかよろしくお願い申し上げます。

○議長（日野尾 優君） ただ今の報告について、ご質問があればお受けいたします。

○議員（８番 田中 幹啓君） はい。議長。

○議長（日野尾 優君） 田中議員。

○議員（８番 田中 幹啓君） なんか、日本海新聞から情報を得ているような感じがするんです

が、神戸との協定があったようですが、説明があったかもしれませんが、我々報告を受けた記憶

がないんですが、どういうことですか。

○議長（日野尾 優君） 竹内町長。

○町長（竹内 敏朗君） はい。先般、新聞報道等で先ほど田中議員のほうからご指摘受けました。

実は災害協定、各鳥取県町村会を通じたり、いろいろな形で特に江府町の場合は島根原発から５

０キロということも含めていろいろな災害に対処するため住民の皆さんが安心して安全に暮らし

ていただけると、そういう町づくりをつくっていかなければいけないということで、やらせてい

ただいております。６月１日に昨年、魚崎協議会にお邪魔した折に神戸におきましても南海トラ

フ大地震の関係で津波の状況もございますし、なんとか協議会と長い交流もいたしておりますの

で、災害協定ということ、盟約は平成１２年に結んでおりますし、そういうことはできないでし

ょうかというお話の中で、協議会のほうから魚崎の区長さんの立会のもとにやりましょうと、こ

の度平成７年の阪神淡路、また平成１２年の鳥取西部、お互いに支援はしてるわけですが、東日

本もございましたし、島根原発もございますので、この度締結をしたらということでやらせてい

ただいたわけです。６０周年記念という思いも込めて６月１日に実施をさせていただいたところ

でございます。よろしくおい願いいたします。

○議員（８番 田中 幹啓君） はい。
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○議長（日野尾 優君） 田中議員。

○議員（８番 田中 幹啓君） はい。新聞であれだけの報道をされるくらいですので、事前には

ある程度議会の方にも、こういう形をとるということを、インターネットで流されているかもし

れませんが、また日本海新聞を取っていない人間にとっては、情報が分からないわけですから、

細かい配慮は必要ではないかと思うですが、町長のお考えかもしれませんが、日本海新聞を見て

くれという姿勢かどうか、その辺をお聞きしたい。

○議長（日野尾 優君） 竹内町長。

○町長（竹内 敏朗君） はい。地方紙を見て下さいというよりは、この度６月１日に向こうの都

合等もございましたし、本町との日程調整もございました。これにつきましては、どうしても事

後報告になってきますが、町報等ではきちんとした情報というものを住民の皆さんにお伝えをし、

少しでも安心できる状態は作っていきたいと考えているところではございます。先ほどご指摘ご

ざいましたように特に大きな事案につきましては、事前に事務局を通じて情報を流すということ

もしっかり考えていかなければいけないと反省もいたしておるところでございます。どうかよろ

しくお願いいたします。

○議長（日野尾 優君） よろしゅうございますか。

○議員（８番 田中 幹啓君） はい。

○議長（日野尾 優君） その他ございますか。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（日野尾 優君） はい。ないので、日程第３、諸般の報告は終わります。

⋞ ⋞

日程第４ 報告第１号 から 日程第６ 報告第３号

○議長（日野尾 優君） 日程第４、報告第１号、平成２４年度鳥取県日野郡江府町一般会計繰越

明許費繰越計算書についてから日程第６、報告第３号、平成２４年度鳥取県日野郡江府町農業集

落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてまで、以上３件を一括議題とします。

町長から、報告をお願いします。

○町長（竹内 敏朗君） 議長。

○議長（日野尾 優君） 竹内町長。

○町長（竹内 敏朗君） 本定例会に提出いたしております要旨の大要につきましてご説明を申し

上げます。

報告事項についてであります。報告第１号、平成２４年度鳥取県日野郡江府町一般会計繰越明
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許費繰越計算書についてであります。

本報告は、平成２４年度において実施予定でありました「農村災害対策整備事業負担金」等全

１１件の事業、繰越額１億１，５２１万１，０００円を平成２５年度で実施することといたした

ものでございます。よろしくお願いいたします。

次に報告第２号、平成２４年度鳥取県日野郡江府町簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算

書について。

本報告は、平成２４年度において実施予定でありました遠隔監視システム整備事業、繰越額７，

２４５万円を平成２５年度で実施することといたしたものであります。

次に報告第３号、平成２４年度鳥取県日野郡江府町農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越

計算書について。

本報告は、平成２４年度において実施予定でありました杉谷地区農業集落排水事業、繰越額７

８４万１，０００円を平成２５年度で実施することといたしたものであります。

以上、報告第１号、報告第２号、第３号の３件について報告を終わります。

○議長（日野尾 優君） 次に、所管課長より、詳細説明を求めます。川上企画財政課長。

○企画財政課長（川上 良文君） 失礼いたします。報告第１号、平成２４年度鳥取県日野郡江府

町一般会計繰越明許費繰越計算書についてご説明いたします。１枚おはぐりいただき、繰越計算

書をご覧下さい。繰越いたしました事業は、平成２４年度の農村災害対策整備事業負担金等全１

１件の事業です。

繰越限度額１億１，６１５万３，０００円の内、１億１，５２１万１，０００円を平成２５年

度に繰り越しして事業をおこなうものです。よろしくお願いします。

○議長（日野尾 優君） 下垣建設課長。

○建設課長（下垣 吉正君） 失礼します。報告第２号、平成２４年度鳥取県日野郡江府町簡易水

事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてご説明申し上げます。１枚おはぐりいただきまして、

平成２４年度鳥取県日野郡江府町簡易水事業特別会計繰越明許費繰越計算書、款１０水道事業費、

項５水道施設整備費、事業名、遠隔監視システム整備事業、事業費７，２４５万円の内全額でご

ざいます。年度内に事業が出来ず平成２５年に繰り越すものでございます。

続きまして、報告第３号、平成２４年度鳥取県日野郡江府町農業集落排水事業特別会計繰越明

許費繰越計算書についてご説明申し上げます。１枚おはぐりいただきまして、平成２４年度鳥取

県日野郡江府町農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書。款１０農業集落排水事業費、

項５農業集落排水施設整備費、事業名杉谷地区農業集落排水事業の事業費８，０４７万円の内、
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管路工事７８４万１，０００円を平成２５年度に繰り越すものでございます。以上報告申し上げ、

よろしくお願いいたします。

○議長（日野尾 優君） 以上、詳細説明が終了いたしました。

日程第４、報告第１号から日程第６、報告第３号まで以上３件は、地方自治法施行令第１４６

条第２項の規定により報告のみでありますが、この際質疑があれば行います。

先ず、報告第１号、平成２４年度鳥取県日野郡江府町一般会計繰越明許費繰越計算書について、

質疑があれば行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（日野尾 優君） ないので質疑を終結します。

続いて、報告第２号、平成２４年度鳥取県日野郡江府町簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越

計算書について、質疑があれば行います。

○議長（日野尾 優君） ないので質疑を終結します。

続いて、報告第３号、平成２４年度鳥取県日野郡江府町農業集落排水事業特別会計繰越明許費

繰越計算書について、質疑があれば行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（日野尾 優君） ないので質疑を終結します。

以上、３件の報告は終了いたします。

⋞ ⋞

日程第７ 議案第４８号 から 日程第２２ 議案第６３号

○議長（日野尾 優君） 日程第７、議案第４８号、専決処分した事項の承認について（平成２４

年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第７号））から日程第２２、議案第６３号、平成２

５年度鳥取県日野郡江府町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）まで以上１６議案を一

括議題とします。

町長から提案理由の説明を求めます。

○町長（竹内 敏朗君） 議長。

○議長（日野尾 優君） 竹内町長。

○町長（竹内 敏朗君） 専決処分した事項について。議案第４８号から議案第５１号までの４議

案につきましては、緊急を要し、議会を召集する時間的余裕がないため、地方自治法第１７９条

第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により議会に報告いたします。

議案第４８号、専決処分した事項の承認について（平成２４年度鳥取県日野郡江府町一般会計
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補正予算（第７号））。本案は、既定の歳入歳出総額に歳入歳出それぞれ７，２３３万８，００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３３億９，７５４万円といたしました。

補正いたしました主な内容は、歳入につきましては、地方交付税７，２３３万８，０００円の

増額。歳出につきましては、諸支出金７，２３３万８，０００円の増額でございます。以上によ

り補正予算を編成いたしました。なお特別交付税の確定による増額分でございます。

議案第４９号、専決処分した事項の承認について（平成２５年度鳥取県日野郡江府町一般会計

補正予算（第１号））。

本案は、既定の予算総額４３億１，４００万円内で組み換えを行い、対応いたしました。

補正いたしました主な内容は、歳出につきましては、総務費３９２万４，０００円の増額。予

備費３９２万４，０００円の減額でございます。歳入につきましては、補正はございません。な

お、この３９２万４，０００円につきましては、中学校建設予定地におきまして、経済対策臨時

交付金の事業を施工して舗装、並びにバス停を設置しておりましたので、この撤去が必要となり

ましたので国庫金を返還するものでございます。以上により補正予算を編成いたしました。

議案第５０号、専決処分した事項の承認について（江府町税条例の一部を改正する条例）。

本案は、地方税法等の一部を改正する法律等が平成２５年４月１日から施行されたことに伴い、

個人住民税、固定資産税等、所要の改正をいたしたものであります。

次に議案第５１号、専決処分した事項の承認について（江府町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例）。

本案は、地方税法等の一部改正並びに、平成２５年度国民健康保険税の税額決定にあたり、江

府町国民健康保険運営協議会に上程し、ご承認を得ましたので、所要の改正をいたすものであり

ます。

次に議案第５２号、江府町税条例の一部改正について。

本案は、寄付金税額控除の拡充のための、鳥取県税条例の一部改正に伴い、江府町税条例の一

部を改正いたしたく、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を得たく、提

案いたすものであります。

議案第５３号、江府町職員の給与の特例に関する条例の一部改正について。

本案は、国からの強制的な平成２５年度地方財源の削減により、過去の給与削減に対して交付

される地域の元気づくり推進費を加えても、約７２６万円の財源不足が見込まれることから、本

年８月から平成２６年３月までの８か月間、行政職１級在級者を除き、職員給料及び期末⋞勤勉

手当を２．８％減額して財源不足相当額を削減するほか、併せて管理職手当について支給額の５
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％の減額をおこなうため、本条例の一部を改正いたすものであり、地方自治法第９６条第１項第

１号の規定により、議会の議決を得たく提案いたすものであります。

議案第５４号、江府町地下水採取に関する条例の一部改正について。

本案は、地下水の採取に必要な規制を行ない、江府町の全域について地下水の自然涵養と保全

に努めるとともにその適正な利用を図り、持続可能な地下水利用を図る目的のために制定したも

のでありますが、このたび、規制に係る部分をより明確にするために一部改正するものであり、

地方自治法第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を得たく提案いたすものであります。

議案第５５号、江府町簡易水道遠隔監視装置設置請負契約の締結について。

本案は、江府町内簡易水道施設６か所に遠隔監視装置設置による江府町簡易水道遠隔監視装置

設置工事を行うため、鳥取電業株式会社米子支店と工事請負契約を締結いたすものであります。

地方自治法第９６条第１項第５号及び江府町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第２条の規定により議会の議決を得たく提案いたすものであります。

議案第５６号、江府中学校新築工事請負契約の締結について。

本案は、老朽化によります江府中学校新築工事を行うため、江府中学校新築工事大松建設⋞岩

崎組⋞竹田工務店特定建設工事共同企業体と工事請負契約を締結いたすものであります。地方自

治法第９６条第１項第５号及び江府町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例第２条の規定により議会の議決を得たく提案いたすものであります。

議案第５７号、平成２５年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第２号）。

本案は、平成２５年度鳥取県日野郡江府町一般会計予算の総額にそれぞれ２，９６９万４，０

００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４３億４，３６９万４，０００円といたすもの

であります。補正いたします主な内容は、歳出につきましては、議会費３１６万３，０００円の

減額。総務費３万４，０００円の増額。民生費２，１６５万７，０００円の増額。衛生費５８０

万４，０００円の減額。農林水産業費１，３３０万５，０００円の増額。土木費３５０万３，０

００円の増額。消防費３７２万７，０００円の増額。教育費６４８万６，０００円の減額。予備

費２９２万１，０００円の増額。歳入につきましては、分担金及び負担金２２５万円の増額。国

庫支出金１，２１１万５，０００円の増額。県支出金１，４０７万１，０００円の増額。財産収

入２７４万５，０００円の増額。繰入金１，０００万円の減額。諸収入３０１万３，０００円の

増額。町債５５０万円の増額。以上により補正予算を編成いたしました。

議案第５８号、平成２５年度鳥取県日野郡江府町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算

（第１号）。
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本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１６６万円を追加し、予算総額を３２３万２，０

００円といたすものであります。補正いたします主な内容は、繰り上げ償還によるものでござい

ます。

議案第５９号、平成２５年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算

（第１号）。本案は、既定の予算総額４億５６０万円内での組み替えを行うものであります。

歳出において補正いたします主な内容は、後期高齢者支援金並びに前期高齢者納付金を事務費

の確定によりそれぞれ１，０００円の増額、介護納付金を本年度の額の決定により６万９，００

０円の減額、諸支出金の還付金を、高額医療費共同事業負担金の還付額の確定により８万２，０

００円増額いたすものであり、これらに伴い予備費から１万５，０００円を充当いたすものであ

ります。

議案第６０号、平成２５年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（施設勘定）補正予算

（第１号）。

本案は、既定の予算総額２億４，０５１万６，０００円内での組み替えを行うものであります。

歳出において補正いたします主な内容は、総務費の一般管理費を２０３万５，０００円減額す

るもので、歯科医師の交代による給料等の減額であります。また、これに伴い予備費を２０３万

５，０００円増額するものであります。

議案第６１号、平成２５年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（保険事業勘定）補正

予算（第１号）。

本案は、既定の予算総額から歳入歳出それぞれ１４万８，０００円を減額し、予算総額を５億

３，６５９万９，０００円といたすものであります。

補正いたします主な内容は、歳入においては一般会計繰入金を１４万８，０００円減額、これ

は地域支援事業費の減額に伴うものであります。また、歳出においては、地域支援事業費を１４

万８，０００円減額、これは人件費の減額に伴い補正いたすものであります。

議案第６２号、平成２５年度鳥取県日野郡江府町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）。

本案は、既定の歳入歳出予算総額９，７７６万６，０００円内で組替をいたすものであります。

補正いたします主な内容は、歳出につきまして、総務費において人件費を２１万４，０００円

減額、予備費を２１万４，０００円増額いたすものであります。

議案第６３号、平成２５年度鳥取県日野郡江府町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）。

本案は、既定の歳入歳出予算総額１億９，０４７万３，０００円内で組替をいたすものであり
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ます。補正いたす主な内容は、歳出につきまして、農業集落排水事業費において人件費を２５万

２，０００円減額、予備費を２５万２，０００円増額いたすものであります。以上、補正予算７

議案につきまして、地方自治法第９６条第１項第２号の規定により議会の議決を得たく提案いた

すものであります。

なお、内容の詳細につきましては、主管課長より説明いたさせますのでお聞き取りの上、ご審

議、ご承認を賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（日野尾 優君） 日程に従い、議案第４８号から議案第６３号まで、順次、所管課長の説

明を求めます。

川上企画財政課長。

○企画財政課長（川上 良文君） 議案第４８号についてご説明申し上げます。

本案は、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分した事項について報告いたすもの

です。１枚おはぐりください。内容は、平成２４年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第

７号）です。１枚おはぐりください。補正予算の内容は、特別地方交付税額の確定にともなう経

費を補正したもので、既定の歳入歳出総額に歳入歳出それぞれ７，２３３万８，０００円を追加

し、歳入歳出それぞれ３３億９，７５４万円といたしたものです。

さらに１枚おはぐりいただき、内容は歳入では、５０番の地方交付税７，２３３万８，０００

円の増額をおこない、もう１枚おはぐりいただきまして、２ページ目の歳出では、６５番の諸支

出金、基金費に７，２３３万８，０００円増額いたしたものです。

また、３ページ、第２表繰越明許費補正でございますが、３０番の農林水産業費、農業費、農

村災害対策整備事業負担金といたしまして５２万５，０００円の繰越明許費を補正いたしたもの

です。

以上、地方自治法第１７９条第３項の規定により報告いたします。ご審議の上ご承認賜ります

ようよろしくお願いいたします。

続きまして、議案第４９号、専決処分した事項の承認について、ご説明申し上げます。

本案は、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分した事項について報告いたすもの

でございます。１枚おはぐりください。内容は、平成２５年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正

予算（第１号）です。１枚おはぐりください。補正予算の内容は、江府中学校新築にかかる臨時

交付金により取得した財産処分に伴う国庫償還金経費を補正したものです。

予算の総額４３億１，４００万円は変更せず、予備費の組み換えにより補正いたしたもので、

歳入歳出の増減はありません。
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さらに１枚おはぐりいただき、２ページ目でございます。内容は歳出につきまして、１０番の

総務費３９２万４，０００円の増額、９０番の予備費３９２万４，０００円の減額いたしたもの

です。

以上、地方自治法第１７９条第３項の規定により報告いたします。ご審議の上ご承認賜ります

ようお願いいたします。

○議長（日野尾 優君） 森田住民課長。

○住民課長（森田 哲也君） 議案第５０号、専決処分しました事項の承認について（江府町税条

例の一部を改正する条例）について、ご説明させていただきます。２枚おはぐりいただきたいと

思います。

江府町税条例の一部を改正する条例。第５４条から順次説明させていただきます。第５４条第

５項につきましては、森林総合研究所独立行政法人が管理しておりました緑資源機構法人がこの

度なくなりました。そのための文言を削除させていただくものでございます。次に２ページ、１

３１条第４項につきましても同じ理由で文言を削除させていただくものでございます。次に第３

条の２、延滞金の割合等の特例についてご説明させていただきます。これにつきましては、主な

内容は、年４パーセントの割合を延滞金、加算金に増やしておりましたが、この度、１パーセン

トに引き下げるという町税政の改正に伴い、今回提案させていただくものでございます。次４ペ

ージおめくりいただきまして、特定基準の割合７．３％、１４．６％の割合について先ほどの４

パーセントから１％にかわるという条項を付けたものでございます。次に５ページをおめくりい

ただきたいと思います。公立法人等にかかります町民税の課税の特例ということで、現在平成２

２年度から平成３５年度までのものをこの度平成３９年度まで、平成２１年度から２５年度まで

のものを平成２９年度まで、それぞれ４年間延長するという内容のものでございます。次に６ペ

ージおめくりいただきたいと思います。１０条の２ですが、法改正によります条項の変更等によ

りましてこの度提案させていただいておるところでございます。次に９ページおめくりいただき

たいと思います。附則といたしまして、施行期日を平成２５年４月１日といたします。なお、延

滞金等の利息の変更につきましては、平成２６年の１月１日から、その他のものにつきましては

平成２７年１月１日からということになっております。最後１０ページをおめくりいただきたい

と思います。耐震基準適合住宅に対します改修費用の金額の増額３０万円が５０万円に上がるも

のですが、これにつきましてはこの４月１日以前のものにつきましても適応するというものです。

次に議案第５１号、専決処分した事項の承認についてのご説明をいたします。２枚おはぐりく

ださい。江府町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の提案です。先ず１ページ目。５条の
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２、国民健康保険の被保険者に係ります世帯別平等割の変更について。先ず医療分の世帯別平等

割につきまして、今年から５年経過するものについては、特定世帯として半額の減額がありまし

たが、新たに６年以降８年経過する方につきましても特定継続世帯としまして１２，７５０円の

新設を加えるものです。２ページをご覧いただきたいと思います。第６条につきましては、後期

高齢者支援金の所得額の変更についてです。１００分の１．９８を乗じておりましたものを１０

０分の２．００に改正する提案です。次に国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等の

資産割額、第７条についてです。１００分の７．５０を乗じておりましたものを１００分の８．

００に改正いたすものでございます。次に国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課

税額の被保険者均等割額の変更についてです。これまで６，０００円といたしておりましたもの

をこの度７，０００円に変更いたすものです。次に７条の３、後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額についてのご説明です。以前５，０００円だったものを６，０００円に、特定世帯２，

５００円だったものを３，０００円に、先ほど説明致しました新たに加わります特定継続世帯を

４，５００円に改定するものでございます。次に第８条、介護納付金課税被保険者に係ります所

得割額の変更についてのご説明です。以前１００分の１．６７を乗じて計算しておりましたもの

をこの度１００分の１．７５に変更いたすものであります。次に第９条、介護納付金課税被保険

者に係る資産割額の変更についてご説明いたします。以前１００分の７．８０を乗じて算定いた

しておりましたものを１００分の８．００を乗じて算定するものでございます。次に第９条の２、

介護納付金課税被保険者に係ります均等割額の変更についてご説明いたします。１枚めくってい

ただきまして、３ページをご覧ください。これまでは１人当たり６，０００円といたしておりま

したものを６，５００円に改正いたすものでございます。次に９条の３、介護納付金課税被保険

者に係る世帯別平等割額についてご説明いたします。これまで３，０００円といたしておりまし

たものを３，５００円に改正させていただく提案でございます。次に第１５条、国民健康保険税

の減額についてのご説明をさせていただきます。

（１）としまして、これまで７割減額の対象となっておりました医療分の平等割額を新たに特

定継続世帯が発生したために、特定継続世帯を８，９２５円減額いたすものでございます。次に

エについて説明いたします。４ページをおめくり下さい。後期高齢者支援金等課税額の世帯別平

等割額の変更についての説明をさせていただきます。特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯を３，

５００円から４，２００円に、特定世帯を１，７５０円から２，１００円に、特定継続世帯を新

たに３，１５０円の減額を設ける改正でございます。介護納付金課税被保険者に係る均等割額の

変更ですが、以前４，２００円であったものを１人当たり４，５５０円に改正させていただくも
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のであります。カについてですが、これは平等割額の変更についてです。１世帯について２，１

００円であったものを２，４５０円に変更いたすものです。

次に（２）のイ、医療費分世帯別平等割額ですが、今までありませんでした特定継続世帯を６，

３７５円に改正する案でございます。

次５ページをおめくり下さい。エについてご説明いたします。後期高齢者支援金等課税額の世

帯別平等割額につきまして、現在２，５００円の減額を３，０００円に、特定世帯１，２５０円

を１，５００円に、新たに特定継続世帯２，２５０円減額いたすものであります。オについて、

説明させていただきます。介護保険者の被保険者均等割額、現在１人３，０００円を３，２５０

円に改正いたすものであります。カにつきまして説明いたします。同じく介護保険被保険者につ

きまして、世帯別平等割額を１，５００円から１，７５０円に改正いたすものでございます。

次に（３）イについて、説明いたします。医療費分の世帯別平等割額につきまして、新たに今

回加わります特定継続世帯を２，５５０円減額する改正案でございます。次ウについてご説明い

たします。６ページをご覧ください。高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額について、現在

１，２００円のものを１，４００円に改正いたすものでございます。エについて、ご説明いたし

ます。後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額、現在１，０００円のものを１，２００円に、

特定世帯につきましては５００円を６００円に、新たに設けました特定継続世帯を９００円減額

いたすものでございます。オについてご説明いたします。介護被保険者につきまして被保険者均

等割額現在１，２００円のものを１，３００円に改正するものです。同じく世帯別平等割額を６

００円を７００円に改正するものです。

附則につきましては、法改正に伴いましてその下の１５、条項が変わりましてその整理のため

に番号を変えたものです。１枚めくっていただきまして７ページをご覧ください。附則としまし

て施行期日を平成２５年６月１日から施行いたしたいと思っております。なお、附則第１５項の

改正規定につきましては、平成２６年１月１日から施行するものでございます。

次、議案第５２号、江府町税条例の一部改正についてご説明させていただきます。１ページお

めくり下さい。江府町税条例の一部を改正する条例。寄付金税額控除につきまして、第３４条の

７につきまして、ご説明させていただきます。現在は、第７の１項の第１号、第２号となってお

りますが、この度枠を広げるということで各号に掲げるというふうに文言を変えさせていただい

ております。（１）（２）いままでのそれぞれの文言を挙げておりましたが、これを削除いたし

まして３ページおめくりいただきたいと思います。３といたしまして、法第３１４条の７第１項

第３号の条例で定める住民の福祉の増進⋞寄与に伴います寄付金を次の各号のいずれかに該当す
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る寄付金とする。

（１）としまして、鳥取県内に事務所又は事業所を有する法人または団体に対する寄付金（学

校の入学に関してするものを除く）。（２）公益信託ニ関スル法律（大正１１年法律第６２号）

第２条の規定により鳥取県知事又は鳥取県教育委員会の許可を受けた公益信託の信託財産とする

ために支出した金銭ということで、寄付金の控除額を広げたという提案のものでございます。附

則といたしまして、平成２６年１月１日から施行するものです。なお経過措置といたしまして、

平成２５年１月１日以後に支出された寄付金につきましても適応するという改正案でございます。

ご審議いただきましてご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（日野尾 優君） 影山総務課長。

○総務課長（影山 久志君） 議案第５３号、江府町職員の給与の特例に関する条例の一部改正に

ついてご説明いたします。１枚おはぐりいただきたいと思います。一部を改正する条例案をお付

けいたしておりますが、左の欄をご覧いただきたいと思います。第２条におきまして職員の給与

の特例期間を平成２５年８月１日から平成２６年３月３１日までといたしまして、その間、行政

職１級の職員を除き、給料月額の２．８％を減額いたすものでございます。また第３条第２項に

おきまして、管理職手当の５％を減額するものでございます。また第３条第３項におきまして、

減額後の給料月額を期末勤勉手当の算出の基礎とするために改正するものでございます。附則と

いたしまして、この条例の施行日を平成２５年８月１日からとさせていただきます。以上ご審議、

ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（日野尾 優君） 矢下奥大山まちづくり推進課長。

○奥大山まちづくり推進課長（矢下 慎二君） 議案第５４号、江府町地下水採取に関する条例の

一部改正について、ご説明いたします。１枚おはぐり願います。改正内容につきましては、第４

条第２項の町長の許可のあとに内部審査会を経て、第７条の冒頭に規制地域以外のという文面を

加え、条例制定の趣旨や内容等を分かり易く表現するため本来供述すべきものであったものを一

部付け加えるものであります。ご審議、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（日野尾 優君） 下垣建設課長。

○建設課長（下垣 吉正君） 失礼します。議案第５５号、江府町簡易水道遠隔監視装置設置請負

契約の締結について、ご説明申し上げます。１枚おはぐりおただきまして、契約の目的でござい

ます。江府町簡易水道遠隔監視装置設置工事。工事の概要でございますが、町内の御机、大河原、

袋原、吉原、柿原、大万の簡易水道施設に遠隔監視装置を設置する工事でございます。契約の方

法につきましては、鳥取県西部地区の電機計装工事の技術実績のある５社によります指名競争入
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札を５月３０日に行いました。入札の結果でございますが、契約金額７，０３５万円で契約いた

しております。契約の相手方でございますが、鳥取県米子市両三柳２５０－２、鳥取電業株式会

社米子支店でございます。代表者といたしましては、取締役副社長、竹歳公彦でございます。工

期といたしましては、本契約の締結の翌日から平成２６年２月２８日を予定しております。以上

ご説明申し上げました。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（日野尾 優君） 山川教育次長。

○教育次長（山川 浩市君） 議案第５６号、江府中学校新築工事請負契約の締結についてご説明

申し上げます。１枚おはぐり願います。記といたしまして、１．契約の目的、江府中学校新築工

事。２．契約の方法、指名競争入札。３．契約の金額、９憶５，５５０万円。４．契約の相手方、

江府中学校新築工事大松建設⋞岩崎組⋞竹田工務店特定建設工事共同企業体。代表者、鳥取県米

子市彦名町１８４７番地１。代表取締役、松浦啓介。以上ご審議の上、ご承認賜りますようよろ

しくお願いいたします。

○議長（日野尾 優君） 川上企画財政課長。

○企画財政課長（川上 良文君） はい。議案第５７号、平成２５年度鳥取県日野郡江府町一般会

計補正予算（第２号）についてご説明申し上げます。本案は既定の予算総額に歳入歳出それぞれ

２，９６９万４，０００円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ４３億４，３６９万４，０００円

といたすものです。１枚おはぐり願います。第１表歳入歳出予算補正についてご説明いたします。

歳入につきまして、主なものをご説明いたします。６０番分担金及び負担金、５番分担金、２２

５万円の増額。これは杉谷大井手の基盤整備促進事業地元分担金でございます。７０番国庫支出

金、１０番国庫補助金１，２１１万５，０００円でございますが、これは社会福祉費セーフティ

ネット支援対策事業、老人福祉費認知症施策総合推進事業等でございます。７５番県支出金、１

０番県補助金、１，３５３万７，０００円、これは杉谷大井出の基盤整備促進事業補助金でござ

います。それと緑の産業再生プロジェクト事業でございます。次に１５番県委託金５３万４，０

００円。これは地域防災力向上委託金でございます。次に８０番財産収入、５番財産運用収入、

３１万５，０００円。これは土地、建物の賃借料でございます。１０番財産売払収入２４３万円。

これは、立木売払金でございます。次に１００番諸収入、２５番雑入、３０１万３，０００円。

これは、吉原地区防災組織育成助成金でございます。消防団員退職手当２名分も含まれておりま

す。１０５番町債、５５０万円。これは日野病院医療機器導入事業債。高齢者買物困難地域支援

事業債でございます。トータルいたしまして、歳入合計２，９６９万４，０００円でございます。

続きまして、歳出につきまして主なものをご説明させていただきます。５番議会費、３１６万３，
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０００円の減額。これは議員報酬等人件費の減額によるものでございます。１０番総務費、５番

総務管理費、７１６万６，０００円の減額。これは職員の人件費削減によるものでございます。

１０番徴税費７２０万円の増額。これは人事異動によるものでございます。１５番民生費、５番

社会福祉費、１，９９８万６，０００円の増額。これは人事異動による増額分と地域包括ケア推

進事業に伴います臨時職員の増額でございます。続きまして１５番民生費、１５番生活保護費、

２５９万１，０００円。これは、生活保護法の改定によりますシステム改修費でございます。続

きまして２０番衛生費、５番保健衛生費、５８０万４，０００円の減額。これは、日野病院事務

負担金５３０万円、その他人件費の減による減額でございます。３０番農林水産業費、５番農業

費、１，０８１万３，０００円の増。これは農業基盤整備促進事業杉谷大井出測量設計改修工事

用地購入費、物件補償費等でございます。続きまして、４５番消防費、５番消防費３７２万７，

０００円の増額。これは、消防団員の退職報償費２名分、また、地域防災組織育成吉原地区の事

業の助成金でございます。続きまして５０番教育費、５番教育総務費、４２７万７，０００円の

減額。これは人事異動に伴います減額でございます。続きまして１０番小学校費１１万９，００

０円、１５番中学校費１５万７，０００円。これは、美女石生徒⋞児童の学校通学支援事業の委

託料でございます。２０番社会教育費、２４８万５，０００円の減額。これは人事異動に伴いま

す減額でございます。９０番予備費で調整をさせていただきました。補正額が２９２万１，００

０円でございます。歳出のトータルは、２，９６９万４，０００円でございます。

続きまして、１枚おはぐりいただきまして、４ページ第２表地方債補正でございます。過疎対

策事業債限度額を５５０万円増額いたしまして、総額１２億１，３７０万円といたします。以下

事項別明細書を付けておりますので、ご覧いただきご審議、ご承認賜りますようよろしくお願い

いたします。

○議長（日野尾 優君） 森田住民課長。

○住民課長（森田 哲也君） 議案第５８号、平成２５年度鳥取県日野郡江府町住宅新築資金等貸

付事業特別会計補正予算（第１号）について、ご説明申し上げます。本案は歳入歳出それぞれの

総額に１６６万円を追加し、合計を３２３万２，０００円といたします改正案であります。１枚

おめくり下さい。歳入歳出予算補正、歳入につきましてご説明申し上げます。款１００諸収入、

項５貸付金元利収入、補正額１６６万円。補正後３２３万２，０００円といたすものでございま

す。１枚おめくり下さい。歳出についてご説明申し上げます。款１５公債費、項５公債費、１５

７万７，０００円を補正いたすものでございます。款９０予備費、項５予備費、８万３，０００

円を補正するものでございます。合計歳出が１６６万円の補正で、歳出合計が３２３万２，００
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０円になる改正案でございます。以下事項別明細書をご覧いただき、ご審議、ご承認いただきま

すようよろしくお願いいたします。

○議長（日野尾 優君） 瀬島福祉保健課長。

○福祉保健課長（瀬島 明正君） 失礼いたします。議案第５９号、平成２５年度鳥取県日野郡江

府町国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第１号）につきまして、ご説明申し上げます。

本案は、既定の予算総額４億５６０万円内での組み換えをいたすものでございます。１枚おは

ぐりください。歳入につきましては、補正はございません。もう１枚おはぐりください。歳出で

ございますが、款１２後期高齢者支援金、項５後期高齢者支援金として１，０００円増額して、

３，８５６万６，０００円、また款１３前期高齢者納付金、項５前期高齢者納付金として同じく

１，０００円増額して、２万６，０００円といたすものでございます。それぞれ２５年度の事務

費の確定に伴い、増額いたすものでございます。また款１６介護納付金、項５介護納付金につき

ましては、本年度の拠出額の確定に伴いまして６万９，０００円減額して、１，６４４万５，０

００円といたし、款４０諸支出金、項５償還金といたしまして、平成２４年度の高額医療費共同

事業負担金の返還金の確定に伴いまして８万２，０００円増額いたしまして、２８万２，０００

円といたすものでございます。これらに伴いまして、款９０予備費、項９０予備費を１万５，０

００円減額いたしまして、２４万４，０００円といたすものでございます。以下事項別明細書を

添付いたしておりますので、ご覧いただきまして、ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお

願いいたします。

続きまして議案第６０号、平成２５年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（施設勘

定）補正予算（第１号）につきまして、ご説明申し上げます。本案は既定の予算総額２億４，０

５１万６，０００円の枠内での組み換えを行うものでございます。１枚おはぐり下さい。歳入に

つきましては、補正はございません。もう１枚おはぐり下さいませ。歳出でございますが、款５

総務費、項５施設管理費、２０３万５，０００円減額しまして、１億５，７８１万７，０００円

といたすものでございます。これは、歯科医師が小川先生から原田先生に交代したことに伴いま

す減額でございます。またこれに伴いまして、款９０予備費、項９０予備費といたしまして、２

０３万５，０００円増額いたしまして３９５万７，０００円といたすものでございます。以下事

項別明細書を添付いたしておりますので、ご審議いただきましてご承認いただきますようお願い

いたします。

続きまして、議案第６１号、平成２５年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（保険事

業勘定）補正予算（第１号）につきまして、ご説明申し上げます。

－１９－



本案は、既定の予算総額から歳入歳出それぞれ１４万８，０００円を減額し、予算総額を歳入

歳出それぞれ５億３，６５９万９，０００円といたすものでございます。１枚おはぐり下さいま

せ。補正いたします主な内容でございますが、歳入につきましては款９０繰入金、項５一般会計

繰入金として１４万８，０００円減額し、７，３９４万１，０００円といたすものでございます。

これは、歳出のほうの地域支援事業債の減額に伴うものでございます。続きまして、もう１枚お

はぐり下さいませ。歳出でございますが、款２０地域支援事業費、項１０包括的支援等事業費１

４万８，０００円減額し、１，２９６万５，０００円といたすものでございます。これは、人件

費の減額に伴うものでございます。以下事項別明細書を添付いたしておりますので、ご覧いただ

きまして、ご審議、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（日野尾 優君） 下垣建設課長。

○建設課長（下垣 吉正君） 議案第６２号、平成２５年度鳥取県日野郡江府町簡易水道事業特別

会計補正予算（第１号）について、ご説明いたします。本案は、既定の歳入歳出予算総額９，７

７６万６，０００円内で組替をいたすものであります。１枚おはぐりいただきまして、第１表歳

入歳出補正予算ですが、歳入については補正はありません。１枚おはぐりいただきまして、歳出

につきまして款５総務費、項５総務管理費の一般管理費において、人件費削減により給与１４万

円、職員手当３万７，０００円、共済費３万７，０００円をそれぞれ減額。款９０予備費、項９

０予備費を２１万４，０００円増額いたすものでございます。以下事項別明細書をご覧いただき

まして、ご審議、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

続きまして、議案第６３号、平成２５年度鳥取県日野郡江府町農業集落排水事業特別会計補正

予算（第１号）について、ご説明いたします。本案は既定の歳入歳出予算総額１億９，０４７万

３，０００円内で組み換えをいたすものでございます。１枚おはぐりいただきまして、第１表歳

入歳出補正予算ですが、歳入については補正がありません。１枚おはぐりいただきまして、歳出

につきまして款１０農業集落排水事業費、項５農業集落排水施設整備費において、人件費削減に

より給与１６万３，０００円、職員手当４万５，０００円、共済費４万４，０００円をそれぞれ

減額し、款９０予備費、項９０予備費を２５万２，０００円増額いたすものでございます。以下

事項別明細書をご覧いただきまして、ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたしま

す。

○議長（日野尾 優君） 以上、提案理由説明が終了いたしました。

⋞ ⋞

日程第２３ 陳情書の処理について

－２０－



○議長（日野尾 優君） 日程第２３、陳情書の処理についてを議題といたします。

受理した陳情書は、お手元に配りました陳情文書表のとおりです。

おはかりいたします。受理第６号、受理第７号、受理第８号の３件は、総務経済常任委員会に

付託し、会期中の審査とすることにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（日野尾 優君） ご異議なしと認めます。よって陳情３件は、所管の委員会に付託するこ

とに決しました。会期中の審査をお願いします。

⋞ ⋞

○議長（日野尾 優君） 以上で、本日の議事日程は、全部終了しました。

これをもって、散会とします。どうもご苦労様でした。

午前１１時３０分散会

－２１－


